
機密性2

【参考】マイナンバーカードと保険証の一体化後の保険医療機関等の受診方法

オンライン資格確認が可能な医療機関で使用可能

有効期限：無

マイナンバーカード

マイナポータル（スマホ）

+

※医療機関で受診する際はマイナ保険証によるオンライン資格確
認が原則だが、オンライン資格確認不可の医療機関や、停電、IC
チップ破損等有事の際には、スマホで資格情報画面を表示し、マイ
ナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能。
（スマホのみでの受診は不可）

マイナンバーカード

マイナポータル（PDF）

+

マイナンバーカード

資格情報のお知らせ

+

※オンライン資格確認不可の医療機関や、停電、ICチップ破損等
有事の際には、マイナポータルから自身のスマホ等の端末にPDF形
式で医療保険の情報を保存し、保存した資格情報をマイナンバー
カードと共に提示することで医療機関の受診が可能。
（資格情報のPDFのみでの受診は不可）

※左記のようにスマホでの対応が困難な方は資格情報のお知らせ
とマイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能。
（資格情報のお知らせのみでの受診は不可）

有効期限：令和7年12月1日まで
※経過措置期間終了まで

有効期限：最大5年

すべての医療機関で使用可能 すべての医療機関で使用可能
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